
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  日本航空の株式 

Ｑ：日本航空の株式が無価値になってしま

いましたが、救済制度はないのですか？ 

 

Ａ：特定口座から特定管理口座に移管され

た株式は、無価値化に伴う損失を譲渡損とみ

なして取り扱われることとなっています。 

【解説】 

上場廃止により特定口座から特定管理口座

(上場廃止後の株式を保管する口座)に移管さ

れ、特定管理口座において100%減資が実施され

る時点まで継続して保管されていた株式(無価

値化した株式)については、特定管理口座で譲

渡されたものとして見なして、発生した損失を

上場株式等の譲渡損失と見なすことができる

特例があります。 

日本航空の株式は、この特例の対象となりま

すので、特定管理口座で保管している株式につ

いては、譲渡損失があったものとして取り扱わ

れることとなります。 

この特例を受けるには、証券会社から「価値

喪失株式に係る証明書」が交付されますので、

この証明書を添付して確定申告をすることに

よって、譲渡損益の通算をすることになります

が、この場合には、「上場株式等の譲渡損失の

3年間の繰越控除制度」の適用は受けられませ

んので注意してください。 

また、証券会社に預けていても特定口座に預

けていない株式については、譲渡損失とみなさ

れませんので、確定申告等で他の上場株式等の

譲渡益と損益通算することは認められません

ので、この点にもご注意ください。 
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